
 

別表六（十）付表二の記載の仕方 
 

１ この明細書は、措置法第42条の４第８項第12号｟試

験研究を行った場合の法人税額の特別控除｠の通算

法人が同号に規定する繰越適用対象事業年度におい

て同条第７項の規定の適用を受ける場合（同号に規定

する他の繰越通算法人が同号に規定する他の繰越適

用対象事業年度において同項の規定の適用を受ける

場合及び同条第８項第３号の通算法人又は同号イの

他の通算法人が通算繰越控除限度超過帰属額（同項第

14号に規定する通算繰越控除限度超過帰属額をいい

ます。２⑶及び３において同じです。）が生じた事業

年度の翌事業年度以後の各事業年度において同条第

７項の規定の適用を受けようとする場合を含みます。）

に記載します。 

２ 「翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額の

計算」の各欄の記載に当たっては、次によります。 

⑴ 超過額発生事業年度（措置法第42条の４第８項第

13号イに規定する超過額発生事業年度をいいます。

以下この記載要領において同じです。）が法第64条

の９第１項｟通算承認｠の規定による承認の効力

が生じた日以後最初に終了する事業年度（通算子法

人の事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通

算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限

ります。）開始の日前に開始した各事業年度である

場合には、当該超過額発生事業年度の「８」から「10」

までの各欄は、記載しません。 

⑵ 「翌期に繰り越す通算繰越控除限度超過帰属額10」

の各欄の外書には、別表六（六）「８」又は別表六

（六）付表「２」の各欄の金額を記載します。この

場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当

たっては、当該金額を含めて計算します。 

⑶ 各超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過

帰属額について、措置法第42条の４第８項第14号か

ら第16号までの規定の適用がある場合には、当該各

超過額発生事業年度における「前期繰越額又は前期

から繰り越した通算繰越控除限度超過帰属額８」の

欄には、当該各超過額発生事業年度の「⒀≧⑾の場

合14」又は「⑿－⒂16」の金額（「調整通算繰越控

除限度超過帰属額22」の欄に金額の記載がある場合

には、当該金額）を記載します。 

３ 「前期から繰り越した通算繰越控除限度超過帰属

額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によります。

なお、各超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超

過帰属額について、措置法第42条の４第８項第14号

から第16号までの規定の適用がない場合には、当該

各超過額発生事業年度の当該各欄は記載を要しませ

ん。 

 ⑴ 各超過額発生事業年度における「当初申告通算

繰越控除限度超過額11」及び「当初申告通算繰越控

除限度超過帰属額12」の各欄は、既に措置法第42条

の４第８項第16号に規定する超過額発生事業年度

等について同号の規定を適用して修正申告書の提

出又は更正がされていた場合には、当該修正申告

書又は当該更正に係る国税通則法第28条第２項｟

更正又は決定の手続｠に規定する更正通知書のう

ち、最も新しいものに添付された別表六(十)付表

一に記載された金額に基づき計算した同表「35」及

び「36」の金額を、それぞれ記載します。 

 ⑵ 各超過額発生事業年度における次に掲げる欄は、

当該各超過額発生事業年度において措置法第42条

の４第８項第４号から第６号まで、第14号及び第

15号の規定の適用がないものとした場合に次に掲

げる欄の区分に応じそれぞれ次に定める金額又は

割合として計算される金額又は割合を記載します。

この場合において、その金額又は割合の計算に関

する明細を別紙に記載して添付します。 

  イ 「調整通算繰越控除限度超過額19」の欄 別表

六(十)付表一「35」の金額 

  ロ 「控除分配割合21」の欄 別表六(十)付表一

「22」の割合

 


